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名古屋車両所のみなさん 会社は、４月８日～４月３０日まで「２００８年の上期」の個!!
人面談を行なっていることは周知の通りです。

４月１０日朝、ＪＲ東海労のＡ組合員が、仕業検査の手待ち時間の７時３５分～７時５０分

まで、安田助役から個人面談を受けました。Ａ組合員は、個人面談の席上で面談事前記入用紙

に全項目を「特になし」で提出したところ、安田助役から「業務指示違反」を通告されたので

す。

、「 、『 』 、『 』 」、「『 』Ａ組合員は なぜ 特になし と書いたら 業務指示違反 なんだ！ 業務指示違反

のしっかりした理由を言ってくれ！」と抗議しましたが、安田助役は７時５０分に『業務指示

違反』を一方的に通告し面談を終了させたのです。

分会は地本に、Ａ組合員が『業務指示違反』を通告

された内容を報告しました。そして、地本は支社に対

して見解を求めました。

、「『 』 、その支社の見解として 業務指示違反の通告 は

指導という事であり、懲罰的な意味を持っていない 、」

「あくまで、今回のケースは懲罰的な意味を持たない

指導として行なった」という内容でありました。

地本からの報告を受けて、４月２２日に『業務指示

違反』を通告されたＡ組合員が安田助役に「名古屋車

、 『 』 」、両所の中で なんで俺だけが 業務指示違反 なんだ

「 業務指示違反』を取り消せ」と抗議をしました。し『

かし、安田助役は「取り消さない。支社からは、何も

言ってきていない」と言ってるのです。

Ａ組合員が４月１０日に受けた個人面談は、社員の

中では３人目であり、ＪＲ東海労組合員としては最初

でした。会社はＡ組合員に『業務指示違反』を通告す

ることにより、Ａ組合員の後に個人面談を受ける社員

に対して「特になし」で提出させないように、Ａ組合員の後に続かせないようにするための会

会社は『業務指示違反』を白紙撤回し、本人に謝罪しろ！！社の圧力であると考えます。


